
令和７年３月２５日 

総務部契約管理課 

 

労務単価等の上昇に伴う契約変更（工事）について 

 

１ 措置の概要 

令和７年２月２８日以前の公共工事設計労務単価（以下「旧労務単価」という。）を適

用して予定価格が積算された工事について、受注者は、建設工事請負契約約款（以下「約

款」という。）の定めに基づく請負代金額の変更の協議を請求することができることとす

る。 

 

２ 具体的な取扱い 

具体的な取扱いは次のとおり 

・対象は旧労務単価を適用している工事（単価基本契約は除く） 

・受注者は、新労務単価に基づく契約変更の協議を請求することができる。 

・契約日等によって、次のとおり積算方法等が異なる。 

 

（１）令和７年２月２８日以前に契約を締結した工事 

①工期の始期が令和７年２月２８日以前のもの 

・約款第２４条第６項（インフレスライド条項）を適用する。 

・残りの工期が２か月未満の案件は対象外とする。 

 

②工期の始期が令和７年３月１日以降のもの 

・約款第５８条（補則）に基づく特例措置とする。 

・ただし、積算にあたっては約款第２４条第６項（インフレスライド条項）の規定を

準用する。 

 

（２）令和７年３月１日以降に契約を締結した工事 

・約款第５８条（補則）に基づく特例措置とする。 

・請負代金額の算出方法は次式による。 

変更後の請負代金額 ＝ Ｐ新
※１

 × ｋ
※２ 

    ※１ Ｐ新：新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 

    ※２ ｋ ：当初契約の落札率 

 

３ その他 

  上記２（１）の事務手続きについては、滋賀県の工事請負約款第２５条第６項（イン

フレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）に準じることとする。 

  上記２（２）の事務手続きについては、別紙を参照のこと。 



別 紙 

「労務単価等の上昇に伴う契約変更（工事）」の事務手続き 

 

１ 発注者 → 受注者 特例措置に関する説明 

  建設工事請負契約約款第５８条の規定に基づき請負代金額の変

更の協議を請求することができる旨を説明（様式―１）し、「変更

協議書（案）（様式―２）を示す。 

 

２ 発注者 ← 受注者 変更協議の請求 

  受注者は（様式－２）を作成し、発注者に提出する。 

 

３ 発注者 → 受注者 協議開始日の通知 

  発注者は、（様式―３）により特例措置による協議開始日を通知

する。 

 

４ 発注者  変更設計書の作成 

  特例措置の対象となる単価は、労務および材料とする。 

変更後の請負代金額 ＝ Ｐ新 × ｋ 

Ｐ新：新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 

ｋ ：当初契約の落札率 

例）当初（労務R7.1、材料 R7.1）⇒変更（労務R7.3、材料R7.3） 

 

５ 発注者 → 受注者 請負代金額の変更協議（協議） 

  発注者から受注者に対して、変更後の請負代金額を示した協議

書（様式－４）を示す。 

協議においては、受注者への説明（変更内容など）を行い、変

更後の請負代金額に対する「承諾書(案)（様式－５）」を示す。 

 

６ 発注者 ← 受注者 承諾書の提出 

  受注者は、承諾書（様式－５）を発注者に提出する。 

 

７ 発注者 ⇔ 受注者 変更契約の締結 

  ①特例措置による契約変更は、”第１回変更”扱いとなる。 

②変更理由は、『「労務単価等の上昇に伴う契約変更（工事）につ

いて」の２（２）に基づき、受注者より請負代金額の変更協議

があったため、単価を入替えて変更したい。』とする。 

 

※変更協議の請求（手順２）から１４日以内に請負代金額の変更協議（手順５）ができる場合は、

手順３を省略することができる。  

※ 

１４日以内 

１４日以内 

１４日以内 



長浜市建設工事請負契約約款 

 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第２４条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から１２か月を経過した後に日

本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めた

ときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下こ

の条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出し

た変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち

変動前残工事代金額の１,０００分の１５を超える額につき、請負代金額の変更に応じな

ければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数

等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に

協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行う

ことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこ

の条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生

じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ

か、請負代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ

ーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者

又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者

が定め、受注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、第１

項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から１４日以内に設定し、受注者に

通知する。 

 

 

 （補則） 

第５８条 この約款に定めのない事項については、長浜市契約規則（平成18年長浜市規則第

37号）その他関係諸法令に定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協

議して定める。 


